植栽に関する管理組合及び自治会における協議備忘録
マンション名　　バームハイツ西葛西

会　議　名　　　植栽取扱いに関する備忘録
日　　　時　　　平成２４年７月３１日（火）　１９：３０ ～ ２１：００
会　　　場　　　当マンション１階集会室

出　席　者　　　出席者：６名
　　　　　　　　管理組合・・・伊藤（第26期理事長）・後藤（第27期理事長）

　　　　　　　　自治会・・・関根（自治会長）・中久木・星野
　　　　　　　　㈱長谷工コミュニティー・・・髙橋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
―記―

議事内容（議事録には議事の経過の要領およびその結果を記載する）

Ⅰ.協議事項
1． 花壇の取扱いに関して
花壇の取扱いに関しては、費用としては、年間で10万円以上の費用がかかる。以前に、管理組合と協議をした際には、グリーンレンジャーの活動費用途花壇の作業実費等は区別して考えることになっている。

ただ、現状では花壇費用は請求しておらず、管理組合より入金されている各種費用をやりくりして支出をおこなっている。

2． グリーンレンジャーに関して

1 グリーンレンジャーの発足経緯は、以前は業者に一括して委託していたが、年に数回しか作業を行わず、費用も高額であった。また、居住者が植栽に関して意見があっても手を出すことができなかった。
そういった弊害を考慮して費用の減額はもちろん、植栽には手入れに適した時期がそれぞれにあり、適正な時期での手入れを行う、また居住者間のコミュニティ形成に寄与するために発足することとなった。（金額を下げながら最大限の効果を追求）

2 今後の協議により、グリーンレンジャーの活動がなくなれば、管理組合のグリーンレンジャーへの費用支出は不要。ただし、発足したときの経緯や今までの活動を通じての植栽への思い入れから、全く切り離すのではなく、今後もできることはグリーンレンジャーでやりたいとの考えもあり

3． 外部業者への委託に関して
1 自治会内での意思決定は8月の自治会である程度の方向を決める予定

2 業者に関しては自治会としては『委託するなら』といった考えで提示した。実際に委託するか、範囲はどうするかはペンディングの状態。

3 一括委託ではなく、グリーンレンジャーで対応が困難な部分（高木など）の対応をグリーンレンジャーの指示の下に業者に委託することも検討

4 今までは管理組合から自治会に委託し、その内部組織のグリーンレンジャーで管理を実施してきた。ただし、責任が全面的にかかってくることは避けたいとの一面もある

その代替案として、管理組合が直接業者に発注して自治会（グリーンレンジャー）が管理組合にはアドバイスを、業者には指導を行う、もしくは、グリーンレンジャー自体を解体し、新たに管理組合内に植栽に関する委員会のような組織を設けることなどが考えられる
5 業者に対して各種の指示指導を行うのであれば、緊密に連携の取れる業者が良い。その点から考えると、近隣の業者が望ましいと思う

6 グリーンレンジャーと業者での対応範囲の線引きに関しては、自治会としての方向性を出した後に、業者を交えて協議が必要

7 業者に委託して様子をみて、対応に不備があれば別の業者を再選定することもできる

8 クオリティーを追求することはもちろん必要だが、費用面での考慮も必要

4． 長谷工コミュニティの契約内容について

1 散水に関しては、今まで以上の徹底が必要。特に弱りやすい樹木に関しては確認のうえで、他以上に対応をする

2 除草に関しては委託契約に入っている。長谷工からも契約範囲内で対応をするとの回答有り。

管理組合として、作業効率アップのために草刈器の購入を検討

以上の意見交換が行われ、今後の方針に関して下記の通りとした。

1． 自治会での検討と同時並行で今後も協議を実施

2． 管理組合と自治会との覚書は協議がまとまり次第内容を決定する。

3． 植栽に関する議案は今回の臨時総会には出さずに、予算として最大限の金額として上程し、その中で支出の削減のための精査も含めてマンションにとって最良の選択を協議・実施し、来年の定期総会で報告する形ですすめる
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